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国では，平成１６年に景観法を，また平成２０年に歴史まちづくり法を施行するなど，景観形成に関する法整備を行うととも
に，景観形成総合支援事業など補助制度も創設し，地方自治体による景観形成を支援している。　県では，平成２０年度から
栃木の景観づくり連絡会議を創設し，県内で景観計画を策定している各市町の連絡調整を図り，市町による景観形成を支援し
ている。
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補助制度を活用しても，景気低迷により，市民・事業者への負担は大きくなっている。
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都市景観の保全・創出を推進するためには，地域特性に応じた魅力ある景観づくりが必要であり，地元住民や事業者との協働により，活動交付金や景観アドバイザー制度を活用しながら，景観形成重点地
区等の指定に向けた取り組みを進める。
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平成２１年３月議会において，景観計画を実現していくため，どのような取組を行ってきたのか，また，市民協働の景観づく
りを進めるため，どのような具体的手法・制度を考えているのかについて質問があった。
平成２２年３月議会において，本市の玄関口である大通り地区及び奥州街道の宿場町の面影を有する白沢地区における今後の
景観形成の進め方について質問があった。
平成２２年９月議会において，河内地域の資源の活用について，白沢宿の景観形成重点地区指定に向けた取り組みについて質
問があった。
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数
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継続

市民の施策満足が低いため，地域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出を進めるこ
とで，都市ブランドの向上や快適な都市環境の向上が図られ，この施策の必要性は高
い。

継続

A38

機能的で魅力ある都市空間の形成を図るため，本施策は良好な景観形成に効果的であり，必要性も高い。今後も地域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出を推進するためには，広報・啓発活動を充実
させ，市民や事業者の積極的な景観づくりの参加を促し，理解と協力を得ながら，景観形成重点地区等の指定の拡大を図っていく。

本施策に対する市民満足度や重要度が低いため，更なる市民及び事業者
への意識啓発が必要である。地域特性に応じた屋外広告物の規制・誘導
やうつのみや百景，景観出前講座，まちなみ景観賞の実施など，良好な
都市景観に対する意識の高揚を図り，一層景観づくりに対する市民の理
解と協力を得ていく必要がある。

地域特性に応じた良好な都市景観を保全・創出していくため，市民協働による事業の計
画的・効果的な執行を図っている。
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景観計画などの仕組みを効果的に運用し，実効性のある景観づくりを推進するととも
に，施策指標にある「景観形成重点地区等」の指定地区が目標値に達成しており，都市
景観の保全・創出が進んでいる。

市民・事業者への啓発とその主体的な取り組みの促進，景観形成重点地区の指定など，
景観づくりの推進により，地域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出が図られ，都
市の魅力向上に有効である。

事業費

12

・今後も地域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出を推進するために，市民や事業者の景観に対す
る意識の高揚を図るとともに，地域住民の理解と協力を得ながら，景観づくりの参加を促し，景観形成
重点地区等の指定を進め，デザイン調整などの景観誘導に取り組み，魅力ある景観を形成する。
・地域特性に応じた魅力ある景観づくりを推進するため，地元住民や事業者との協働により，活動交付
金や景観アドバイザー制度を活用しながら，景観形成重点地区等の指定に向けた取り組みを進める。
・魅力ある景観づくりを一層推進するため，現在の社会状況を反映した施策事業の再構築を行い，効果
的な規制誘導の仕組みづくりや推進体制の整備を進める。

⑨政策評価
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市内のそれぞれの地域が，その特性に応じた個性や魅力，都市
機能を備え，コンパクトで調和のとれた都市空間が形成されて
います。

「機能的で魅力のある都市空間を形成する」ため，調和のとれたまちをつくるための「地域特性に応じた土地利用の推
進」，各地域の機能・役割の明確化と機能連携・補完のための「都市機能の適正配置と機能間連携の推進」，機能性が
高くコンパクトなまちをつくるための「地域特性を生かした魅力ある拠点の形成」，都市の快適性の向上のための「緑
と憩いの拠点づくりの推進」，良好な景観形成のための「都市景観の保全・創出」に，重点的に取り組みます。

都市のさまざまな活動を支える都市基盤の機
能と質を高めるために
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市民協働により，地域資源を活用し地域特性に応じた良好な都市景観が形成されています。②施策目標
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景観形成重点地区の指定に向けた説明会等により，市民や事業者の合意
形成を図り，目標どおり景観形成重点地区等を１地区指定するなど，地
域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出を推進することができた。
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地域特性に応じた魅力ある景観づくりを一層推進するため，現在の社会状況を反映した施策事業の再構築を行い，効果的な規制誘導の仕組みづくりや推進体制の整備を進めていく。
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達成している

地域特性に応じた良好な都市景観の保全・創出を推進するためには，市民及び事業者の理解と協力が
不可欠である。このため，勉強会やワークショップへの景観アドバイザーの派遣や景観づくりに係る
助成制度の活用を図り，市民協働による景観づくりを支援し，景観形成重点地区等の指定を図ってい
く。

市民や事業者の景観に対する意識の高揚を図るうえで，効果的な事業である。今後もまちなみ景観賞
に関する説明会の拡充や広報活動を充実させることで，市民の更なる参加を促し，都市景観に対する
意識の高揚を図っていく。
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都心部にある歴史・文化等の個性を生かした道路環境を新たに創出するため，沿道の市民や事業者に
対しては，合意形成が十分図られるように取り組む。また，庁内関係各課との連携を強化し，計画
的・一体的に事業を推進することで，事業効果及び効率を高めていく。

B

施　策　事　業　費　合　計 34,399

5担当課 商工振興課
—再掲

6

10
景観整備実施店舗数（店舗）

道路の整備延長（ｍ）
230

池上通り商店街の景観整備工事は終了とするが，整備を商店街の集客力や回遊性の向上に結びつける
ためのソフト事業については商店街と連携し，引き続き研究を行っていく。

終了

3

4

景観形成重点地区を目指
す団体，又は景観形成重
点地区内の市民・事業者

H2１
担当課

魅力ある都市景観づくり事業補助金

H20

担当課

道路建設課

うつのみや百景推進事業

中心商店街景観整備支援事業補助金
中心商店街で景観整備を
行った商店街

H14

都心部道路景観整備事業
中心市街地に居住する市
民・商店・道路利用者

2

担当課
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バスツアー参加人数（人）

101

133,216

948

129,873

1,512

活動交付金交付件数（件）

100

29,067

788

継続

継続

継続

—

うつのみや百景のPRのために，パンフレットを小中学校に配布し，教材として活用していただいてい
る。また，百景バスツアーを開催し，季節ごとの美しい景観を紹介し好評を得ている。今後も引き続
き，市民へのPR活動を行っていくことにより，景観づくりに対する市民意識の高揚を図っていく。

景観形成重点地区において，景観づくりの主体である市民・事業者に対し，効率的・効果的に活動費
用や建築物等の建替え費用の一部を助成することにより，本市の顔となる魅力ある景観づくりを進め
ていく。


